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（１）共育推進計画体系図 

（２）共育推進計画 

 目標 １ 子育てが楽しいと思えるまちにする 

目標 ２ 子どもが安全・安心に暮らせるまちにする 

 目標 ３ 子どもがのびのびと遊べるまちにする 

 目標 ４ 子育てにかかる経済的負担を軽減させ等しく良質な教育を受ける 

権利を保障する 

 目標 ５ 保育園の待機児童をなくす 

 目標 ６ 保育の質を高める 

 目標 ７ 学童クラブの待機児童ゼロの堅持と放課後活動を充実させる 

 目標 ８ 児童虐待のないまちをつくる 

 目標 ９ 発達に不安のある子どもへの支援を充実させる 

 目標１０ 家庭・地域・学校（園）が連携・協力して子どもを育む 

 目標１１ 思いやりの心、豊かな心を育てる 

 目標１２ いじめのない学校（園）にする 

 目標１３ 各校（園）の特色ある教育活動を進める 【目標３０に再掲】 

 目標１４ 質の高い初等教育を維持・向上させる（８校８園体制の堅持） 

 目標１５ 中等教育の魅力を向上させる 

 目標１６ 各校・園の連携を進める 

 目標１７ 不登校の子どもをなくす 

 目標１８ 特別な配慮が必要な子どもへの支援を進める 

 目標１９ 健全な食生活を実践することができる力を育てる 

 目標２０ 子どもに関わる教職員の資質を向上させる 

 目標２１ 今日的な教育課題に対応した質の高い教育施設の整備を進める  

目標２２ ＩＣＴを教育の様々な場面で活用する 

 目標２３ 基礎・基本を着実に定着させる 

 目標２４ 子どもの運動能力を向上させる 

 目標２５ グローバル化を見据えた国際社会で活躍できる人材を育てる 

 目標２６ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育 

を進める 【目標３１に再掲】 

 目標２７ 社会の変化に対応できる思考力・判断力を身に付けさせる 

 目標２８ 情報に関する正しい知識を身に付けさせる 
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目標２９ 子どもの読書活動を活性化させる 

 目標３０ 各校（園）の特色ある教育活動を進める 【目標１３の再掲】 

 目標３１ 2020 年の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育 

を進める 【目標２６の再掲】 
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現在、我が国においては、少子化の急速な進行や保護者の就労形態の変化など、

子どもと家庭、地域の子育てをめぐる環境の変化が指摘され、一部の区市では、保

育園や学童保育における待機児童の発生が大きな問題となっています。 

また、学校教育においても、少子化による教育環境の変化の他にも、グローバル

化の進展やＩＣＴの発達により子ども達を取り巻く環境は変わり続けており、こう

した変化の激しい社会の中で生き抜く力を身につけた子ども達を育てていくこと

が求められています。 

本区においては近年、子育て世帯が増加傾向にあり、乳幼児人口の増加による保

育需要は、予想を上回るペースで増大しています。また、年少人口の増加が学校施

設をはじめとする教育環境に及ぼす影響に対しても計画的に対処していく必要が

あります。 

しかしながら長期的な目で見れば、全国的な少子化の影響は本区においても避け

られず、長期的な少子化傾向を見据えたうえで、目前の子どもの増加に対応してい

かなければなりません。 

このような子どもと子育てを巡る環境の変化に対応した、地域の子ども・子育て

支援の充実を図り、子育てをしやすい地域社会づくりを行い、次の世代を担う子ど

も達が健全に成長できる社会をめざしていく必要があります。 

 

 

 

本区では、明日の社会を担う子ども達の育成は社会全体で支援することが不可欠

であるとの認識のもと、次世代育成支援を区政運営の基本的な柱の一つにとらえ、

子どもを産み育てたいと願う人々が安心して出産し、喜びや楽しみを味わいながら

ゆとりを持って子育てをすることのできる地域社会づくりに取り組んできました。 

平成 17 年に「千代田区次世代育成支援行動計画」、平成 22 年に「千代田区次

世代育成支援行動計画（後期）」を策定し、保育園、こども園、幼稚園、学童クラ

ブなどの充実に加え、母子保健、教育などの充実も図ってきました。 

第一に、幼稚園と保育園に関する国の縦割り行政が行われる中、従来の幼稚園や

保育園といった枠組みにとらわれない新たな乳幼児育成施設である「こども園」を

創設しました。こども園は、地域の子どもが年齢や保護者の就労形態で区別される

ことなく、同じ内容の育成課程を受けられるようにしました。その後、本区におけ

るこの先進的な取組が国をも動かし、平成 18 年 10 月、新法に基づく「認定こど

も園制度」が設けられたところです。 

第二に、保育園の待機児童ゼロを堅持するとともに、放課後児童健全育成事業の

充実やアフタースクール事業の充実により、学童クラブの待機児童ゼロにも取り組

１ はじめに 

 

■子ども・子育て支援の課題 

■これまでの取組 
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んできました。 

第三に、児童手当制度をさらに拡充した区独自の次世代育成手当の支給、乳幼児

医療費助成をさらに拡充した区独自のこども医療費助成、中小企業における仕事と

子育ての両立支援を推進するための中小企業従業員への仕事と育児支援助成、育

児・介護休業者職場復帰支援、次世代育成支援行動計画策定奨励金の交付にも取り

組んできました。 

第四に、本区は、子育て支援を担当する部門と教育を担当する部門を統合し、「こ

ども・教育部」を創設しました。これにより、国の「厚生労働省」と「文部科学省」

といった縦割り組織に倣うことなく、０歳から 18 歳までを見通した統一的・効率

的・効果的な次世代育成支援施策の展開が可能となりました。 

第五に、これらの施策の着実な推進を図るため、「子育て施策の財源の確保に関

する条例」を制定し、子育て環境の整備・充実のための新規・拡充施策に要する経

費に充ててきました。平成 27 年度からは子ども・子育て支援事業基金を設置し、

引き続き子どもを安心して育てることができる環境整備に必要な財源の確保に努

めています。 

また、平成 22 年４月には「千代田区共育マスタープラン」を策定し、「共育」

を次世代育成支援及び教育振興の基本理念とすることとしました。「千代田区共育

マスタープラン」は、教育基本法に基づく千代田区としての「教育振興基本計画」

を包含するものともされています。 

 

 

 

平成 24 年 8 月、「子ども・子育て支援法」をはじめとする子ども・子育て関連

3法が成立し、平成 27年４月から新たな子ども・子育て支援制度が始まりました。

新制度においては、区市町村は「子ども・子育て支援事業計画」を策定することと

なり、また、次世代育成支援行動計画の根拠法であった次世代育成支援対策推進法

は、10 年間延長されることとなりました。 

 

 

 

子ども・子育て支援新制度のスタートにあたり、本区においては、新たに「子ど

もが健やかに育つための環境の確保に関する条例」を制定しました。 

この条例は、現実には、認証保育所等の認可外施設も、子ども・子育て支援施策

のなかで重要な役割を果たしていることに鑑み、区が関与する認可外施設を子ど

も・子育て支援のための施設として明確に位置づけると同時に、これらについても、

認可施設と同等の教育・保育が提供されるべく、その質的改善が図られるよう区と

して支援していくことを明らかにしたものです。 

この条例の趣旨に従い、本区では、区立と私立、認可保育所と認証保育所、こど

も園と幼稚園、幼保一体施設など、その形態や実施主体の違いにかかわらず、区が

関与する未就学児に対するすべての教育・保育施設について、等しく良好な子育て

環境が確保できるよう努めていきます。 

■子ども・子育て支援新制度 

■「子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例」の制定 
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平成 27年度から施行された改正地方教育行政の組織及び運営に関する法律によ

り、地方公共団体の長は、教育等に関する総合的な施策の大綱を定めることとされ

ました。本区においては、「千代田区共育マスタープラン」で示された「共育」の

考え方を基本理念として今後も引き続き発展させるとともに、子どもの健やかに育

つ権利の実現と、０歳から 18 歳までを見通した次世代育成支援及び教育振興施策

を進めていくことをあらためて確認し、「千代田区共育大綱」を策定しました。 

また、教育委員会においても「千代田区共育マスタープラン」に代わり、本区の

次世代育成支援施策及び教育振興施策の基本的な方針を定めるものとして、「千代

田区共育大綱」に合わせ、「千代田区共育ビジョン」を策定しました。 

 

 

 

新たに定められた「千代田区共育大綱」及び「千代田区共育ビジョン」で示され

た方針に基づき、次世代育成支援施策及び教育振興施策を計画的に推進することが

できるよう「千代田区共育推進計画」を策定します。また、「千代田区共育推進計

画」は、次世代育成支援施策の基本計画と、教育基本法に基づく千代田区の教育振

興基本計画の性格を併せ持つものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊「共育」とは、「共生」の理念のもと、家庭・学校・園・地域等が共に 

一体となって子どもを育て、また、自らも育っていくという考え方です。 

■「千代田区共育大綱」及び「千代田区共育ビジョン」の策定 

 

■区民のニーズに確実にこたえるために 

 

千代田区共育大綱（千代田区共育ビジョン） 

※地教行法に基づく、教育等に関する総合的な施策の大綱 

※次世代育成支援施策及び教育振興施策の基本的方針 

 

千代田区共育推進計画（平成 29～31 年度） 

※共育大綱（共育ビジョン）実現のための目標管理型計画 

※次世代育成支援施策の基本計画 

※教育基本法に基づく、千代田区の教育振興基本計画 

  

 

 

千代田区次世代育成支援計画（平成 27～31 年度） 

          ※子ども・子育て支援法に基づく、子ども・子育て支援事業計画 
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本区では、平成 28 年３月に、区の次世代育成支援施策及び教育振興施策の基本

的な方針を定めるものとして、「千代田区共育大綱」及び「千代田区共育ビジョン」

を策定し、「千代田区共育マスタープラン」で示された「共育」を、引き続き次世

代育成支援及び教育振興の基本理念とすることを確認しました。 

 

 

 

「共育」とは、すべての者が様々な違いや垣根を乗り越えて、お互いを理解し、

認め合い、そして尊重し合う「共生」の理念のもと、家庭・学校・園・地域等が共

に一体となって子どもを育て、また、自らも育っていくことです。 

子どもの養育と発達に対する第一義的な責任は家庭にあります。保護者は子育て

における家庭の責任を十分に自覚し、子どもとの深い信頼関係のもと、常に「子ど

もの最善の利益」を考え、子育てを通じて子どもと共に成長することが期待されま

す。 

また、学校（園）が子どもにも教員にも楽しい学びの場となり、子ども達も教員

も、また学校（園）そのものも、共に成長できるようにする必要があります。 

地域社会を構成する様々な住民、団体、企業等が、子どもや子育てをする家庭を

支援していくことも必要です。 

 

 

 

子どもが「健やかに育つ」ことは、自分らしく生きる自立意識（自立性・個性）

と他者との共生意識（共同性・社会性）を育むことです。子ども同士が様々な場で

ぶつかり合い、協力し合い学び合うことで、「個性」と「社会性」が共に育ちます。

多様な子ども達の存在を受け入れ、すべての子どもの健やかに育つ権利の実現をめ

ざします。次世代育成支援及び教育にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、

子どもの生きる権利等を尊重します。また、インクルーシブ教育（人間の多様性を

尊重し、障がいのある者と障がいのない者が可能な限り一緒に学ぶことができるよ

う配慮すること）を推進していきます。 

 

 

 

本区では、幼稚園と保育園を一元化した千代田区独自の「こども園」の創設など、

子育てと教育の壁を取り払った施策の推進に取り組んできました。 

また、子育て支援を担当する部門と教育を担当する部門を統合し、教育委員会に

おいて、０歳から 18 歳までを見通した統一的、効率的、効果的な次世代育成支援

施策及び教育振興施策に取り組んできました。 

２ 基本理念 

■「共育」を基本理念とする地域社会の実現 

■子どもの健やかに育つ権利の実現 

 

■０歳から 18 歳までの連続した教育・子育て支援 

 

-4- 



今後とも、生涯にわたる人格形成の基礎を培う乳幼児期から、学校教育期までを

見通した次世代育成支援及び教育を実施していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

「千代田区共育大綱」及び「千代田区共育ビジョン」では、未来を担う千代田区

の子どもの姿を示しています。 

 

 

 

◎周囲に流されず、自己の信念に従って行動ができる人 

◎感性を磨き、思いやりや慈しみの心をもつ人 

◎社会性を重んじ、多様性を受容することのできる人 

◎自国の文化や地域に誇りをもつ人 

◎一人だけでなく周囲の人と共に豊かになっていくことのできる人 

 

 

 

◎自己肯定感や自尊感情を持つ人 

◎失敗を恐れず忍耐力をもって様々な課題に意欲的に取り組むことのできる人 

 

 

 

◎高い志をもって現実と向かい合うことのできる人 

◎理想の実現に向けて、未知の課題を自ら発見し、解決することによって、新た

な価値を創造する人 

◎必要な知識、技能を習得し、それをもとに思考力・判断力表現力等の向上に努

力する人 

◎他者と協働しながら自らの考えを実行することのできる人 

 

 

 

 

 

 

計画期間は、平成 29 年度～平成 31 年度までの３年間とします。 

４ 計画期間 

３ めざす子ども達の姿 

■人と人とのつながりの中で生きる 

■自分自身と向き合う 

■新しい時代を生き抜く 
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「千代田区共育大綱」及び「千代田区共育ビジョン」では、「共育」の理念に基

づいて地域全体で子ども達を見守っていき、めざす子ども達の姿を実現できるよう、

施策の基本的方向性を定めました。この基本的方向性に従い、次世代育成支援施策

及び教育振興施策を計画的に推進していきます。 

 

 

 

家庭教育を基本に、家庭と地域、学校（園）が一体となって協力し、子ども達が

基本的生活習慣と社会性を身に付け、心身の調和のとれた発達を図れるようにしま

す。 

 

 

 

大人も子どもも、共に人権尊重の理念について学び、豊かな人間性と他者を思い

やることができる心を育て、人との関係をよりよく築く力を身に付けられるように

します。 

 

 

 

学校（園）が、子どもにも教員にも楽しい学びの場となり、様々な子ども達を包

み込み、子ども達も教員も共に成長できるようにします。 

 

 

 

子ども達が、大きく変化していくこれからの社会において、未知の課題と立ち向

かい、新たな価値を創造する担い手となることができるよう、必要となる基礎的な

知識、技能、思考力、判断力、表現力、体力その他の能力や、人間ならではの創造

的な活動ができる感性を身につけられるようにします。 

 

 

 

「教育と文化のまち千代田区宣言」に基づき、大人から子どもまで文化に親しめ

る、自立的で文化の香り高いまちをめざします。日本の歴史や伝統文化についての

理解を深め、日本や自分達が住む地域に愛着や誇りをもてるようにするとともに、

新しい文化の創造を支援します。 

 

 

５ 共育大綱及び共育ビジョンに基づく共育推進施策 

■基本的方向性１ 家庭と地域、学校（園）の共育力を向上させる 

■基本的方向性２ 人権尊重の精神、豊かな人間性、思いやりの心を育む 

■基本的方向性３ 学校（園）を楽しい学びの場にする 

 

■基本的方向性４ これからの社会を生き抜く力を身につける 

 

■基本的方向性５ 伝統文化を尊重し新たな文化を創造する 
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26

目標 31

５　伝統文化を尊重し新たな文化を創造する

子どもの読書活動を活性化させる

目標 30
各校（園）の特色ある教育活動を進める
【目標13の再掲】

2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックを契機とした教育を進める
【目標26の再掲】

情報に関する正しい知識を身に付けさせ
る

目標 16 各校・園の連携を進める

目標 17 不登校の子どもをなくす

３　学校（園）を楽しい学びの場にする

目標 13
各校（園）の特色ある教育活動を進める
【目標30に再掲】

目標 14
質の高い初等教育を維持・向上させる
（８校８園体制の堅持）

社会の変化に対応できる思考力・判断力
を身に付けさせる

2020年の東京オリンピック・パラリン
ピックを契機とした教育を進める
【目標31に再掲】

目標

目標 15 中等教育の魅力を向上させる

目標 12 いじめのない学校（園）にする

２　人権尊重の精神、豊かな人間性、思いやりの心を育む

目標

目標 24 子どもの運動能力を向上させる

目標 28

25
グローバル化を見据えた国際社会で活躍
できる人材を育てる

目標 27

目標

目標

9
発達に不安のある子どもへの支援を充実
させる

４　これからの社会を生き抜く力を身につける

目標 11 思いやりの心、豊かな心を育てる

目標 23 基礎・基本を着実に定着させる

29

今日的な教育課題に対応した質の高い教
育施設の整備を進める

目標 8 児童虐待のないまちをつくる

10
家庭・地域・学校（園）が連携・協力し
て子どもを育む

目標 22 ＩＣＴを教育の様々な場面で活用する

目標

2

目標 20
子どもに関わる教職員の資質を向上させ
る

目標 7
学童クラブの待機児童ゼロの堅持と放課
後活動を充実させる

子どもが安全・安心に暮らせるまちにす
る

目標 21

目標

目標 19
健全な食生活を実践することができる力
を育てる

目標 6 保育の質を高める

3 子どもがのびのびと遊べるまちにする

目標

目標 5 保育園の待機児童をなくす

目標 4
子育てにかかる経済的負担を軽減させ等しく
良質な教育を受ける権利を保障する

（１）共育推進計画体系図

１　家庭と地域、学校（園）の共育力を向上させる

目標 1 子育てが楽しいと思えるまちにする

目標 18
特別な配慮が必要な子どもへの支援を進
める
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（２）共育推進計画

①

②

③

①

②

③

自宅で子育てをする家庭が孤立しないよう、気軽に子育てひろば等に参加できるように
するとともに、授乳やおむつ替えができる場所を整備する必要があります。

妊娠期から学齢期まで、子育て期全般における各世帯のニーズに基づく情報提供や相談
支援など、きめ細やかな支援体制の構築が求められています。

施策の方向

子育てに悩む保護者に対し、家庭の状況にあわせた寄り添い型の相談・助言を行いま
す。また、就学後の相談の場となる学校との連携を強化します。

保護者のニーズに即した事業を展開していくとともに、児童館等の子育てひろばを、乳
幼児の集いの場や育児仲間を育む施設としていきます。

「子育て世代包括支援センター」の設置を視野に入れ、関係機関との連携・協力体制の
構築を検討していきます。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

　一人で子育てに悩む保護者を減らし、子育てが楽しいと思う保護者の割合を増加させ
ることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

核家族化の進行や近所づきあいの希薄化により、子育てに関する情報を得る機会が減少
し、子どもの成長過程の様々な場面で、一人で子育てに悩む保護者が増えています。

目標 1 子育てが楽しいと思えるまちにする

　子ども人口の急増にともない、本区に地縁・血縁がなく、子育ての様々な悩
みや不安を抱える子育て世代が増えています。
　いつでも気軽に相談できる場と機会を確保するとともに、妊娠・出産期から
学齢期に至るまでの子どもの成長過程において切れ目のない支援体制を構築
し、子育てが楽しいと思えるまちづくりを推進していく必要があります。

現状と課題

子育てが楽しいと思う保
護者の割合

96％
（平成26年度）

97％
（平成31年度）

区調査（子ども・子育
て支援事業計画策定の
ためのニーズ調査）
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129 

0
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0
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6,000
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10,000
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子ども人口の推移

0～5歳 6～11歳 12～14歳
15～18歳 指数(H24=100)

（人）

7,813
8,456

7,202
8,871

6,890

資料：「住民基本台帳」（各年度4月1日現在）
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7,222 203
222
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10,000
児童・家庭支援センター相談件数の推移
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資料：児童・家庭支援センター

（指数）
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①

②

③

①

②

③

　地域全体で子どもを見守る活動を活性化させ、子どもが犯罪被害や事故にあわない
「安全・安心なまち」と思う人の割合を増加させることを施策の進捗度を測るものさし
としました。

「安全・安心なまち」と
思う人の割合

64％
（平成26年度）

70％
（平成31年度）

区調査
（世論調査）

ＳＮＳルールの策定などにより、新たな課題にも積極的に対応していきます。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

犯罪に巻き込まれないための身の守り方を子ども達に教えるため、セーフティ教室の開
催や子どもへの暴力防止講習会（ＣＡＰ）などを実施していきます。

目標 2 子どもが安全・安心に暮らせるまちにする

　区内における犯罪や交通事故の発生件数は減少傾向にありますが、依然とし
て一定数の事件・事故が発生しています。また、ＳＮＳ（※）等、情報通信技
術の進歩による新たな課題も出現しています。地域全体で犯罪や事故から子ど
もを守る、安全・安心な地域社会を構築していく必要があります。
※ソーシャル・ネットワーキング・サービス：人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型のWebサイトおよびネットサービス

現状と課題

犯罪や交通事故から子ども達を守り、地域社会全体で子ども達が安心して過ごすことが
できる環境づくりを強化していくことが求められています。

セーフティ教室は小・中・中等教育学校で年１回以上実施するとともに、薬物乱用防止
や情報モラル教育にも取り組み、子ども自身が身の守り方を学ぶ必要があります。

ＳＮＳを利用した事件事故等、新たな課題にも適切に対応していく必要があります。

施策の方向

防犯カメラの設置等、通学路を中心とした安全確保の取組を強化するとともに、まちか
ど見守り隊やこども110番の家等、地域全体での子どもの見守り活動を支援します。

1,240 
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1,003 

939 
913 

800
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1,100

1,200

1,300

22年 23年 24年 25年 26年

4,156 

3,813 

3,612 

3,734 

3,621 

3,200

3,400
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3,800
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資料：「行政基礎資料集」
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①

②

③

①

②

③

　ボール遊びなどが自由にできる「子どもの遊び場事業」を推進し、子どもの遊び場の
１か所１回あたり利用人数を増加させることを施策の進捗度を測るものさしとしまし
た。

子どもの遊び場の１か所
１回あたり利用人数

15.9人
（平成27年度）

18人
（平成29年度）

区調査
（事業実績）

公園等を安全・安心な子どもの遊び場として整備していくとともに、遊休地の活用など
により子どもがのびのびと遊べる場の整備に取り組みます。

子ども達が小学校内で学び、遊び、体験活動ができる「放課後子ども教室」の推進や、
校庭開放など、学校施設の活用に取り組みます。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

目標 3 子どもがのびのびと遊べるまちにする

　都心にあって子どもが自由に遊べる空間が少ない本区において、平成25年4
月に施行した「子どもの遊び場に関する基本条例」に基づき、子どもの成長過
程における外遊びの重要性を踏まえ、子どもがのびのびと外遊びができる場の
確保を推進します。あわせて、放課後の子ども達の居場所を確保する取組の中
でも、学びと共に遊びの機会を積極的に提供していきます。

現状と課題

貴重な外遊びの場である公園等においても、様々な制約のもとで活動しなければならな
い実態があります。

学校施設の有効活用により、安全・安心な子どもの遊び場を確保していく必要がありま
す。

施策の方向

公園等を活用した「子どもの遊び場事業」を推進するとともに、子どもが外遊びの楽し
さを知ることができる様々な機会の提供に努めます。

子どもが自由に外遊びができる場が少ない本区にあって、子どもの運動能力の低下が懸
念されています。

827 
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資料：子ども総務課
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資料：児童・家庭支援センター
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①

②

③

①

②

③

次世代育成手当の支給や医療費の一部負担金の助成など、引き続き0歳から18歳までの
子どものいる子育て世帯に対する経済的支援を行います。

学校徴収金の大半を占める給食費については、食材料費の価格動向等に留意しながら、
適正な負担となるよう検討します。

本区独自の給付型奨学金制度について、国や他の自治体等の動向を見極めながら、導入
の可否も含めて検討を進めていきます。

数値取得方法

施策の指標とその考え方

指標 現状値 目標値

　私費負担の在り方や給付型奨学金制度についての検討を行うこととし、具体的な施策
の進捗度を測るものさしは設定しないこととしました。

－ － － －

目標 4
子育てにかかる経済的負担を軽減させ等しく良質な教育を受ける
権利を保障する

　国民生活基礎調査によると、平成24年の我が国の「子どもの貧困率」（17
歳以下）は16.3％となっています。子育てにかかる負担は様々ですが、子育
てが過度の経済的な負担となったり、家庭の経済状況の差が子どもの学力や最
終学歴に影響を及ぼし、ひいては就職後の雇用形態にも影響を与え、貧困の連
鎖が続いたりすることがないよう、子ども達に等しく良質な教育・保育を受け
る機会を保障していきます。

現状と課題

義務教育は無償となっていますが、給食費や一部の教材費の徴収を行っており、過度な
保護者負担とならないよう、私費負担の在り方を検討していく必要があります。

本区の就学援助費は23区でも高い水準にありますが、我が国の高等教育への公的給付は
諸外国に比べ低いとされており、給付型奨学金制度について検討する必要があります。

施策の方向

本区では、妊娠時から高校生相当年齢（０歳から18歳）までの子育て世代に対する所得
制限なしの次世代育成手当、医療費の一部負担金の助成を行っています。

0 40,000 80,000 120,000

小学校

中学校

児童・生徒1人あたりの学校徴収金の状況

（平成27年度）

教科活動費 儀式 学校行事

遠足・移動教室 修学旅行 学校給食
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資料：学務課
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①

②

③

①

②

③

目標値 数値取得方法

子育て世代の転入増加など社会経済情勢の変化により、０～５歳の乳幼児人口が急増
し、保育需要の増加が見込まれます。

目標 5 保育園の待機児童をなくす

　本区では、23区で唯一、保育園の待機児童ゼロ（厚生労働省基準）を達成
してきました。しかし、０～５歳の乳幼児人口の急増により、待機児童発生の
懸念が高まっています。仕事と子育ての両立を支援するとともに、子どもを産
み育てやすいまちの実現をめざし、計画的な保育供給に取り組み、保護者の希
望どおりに自宅から最寄りの保育園に入園できるよう努めます。

現状と課題

特に、特定の保育園の入園を希望される保護者（特定園留保者）の解消や、兄弟姉妹が
別々の保育園とならないよう対策を強化していく必要があります。

今後の０～５歳の乳幼児人口の動向を見据えた、計画的な保育供給に取り組んでいく必
要があります。

施策の方向

次世代育成支援計画の着実な推進と、０～５歳児の乳幼児人口の的確な推計に基づく、
計画的な保育供給を推進します。

兄弟姉妹が同じ保育園に通えるよう、特定園留保の解消をめざし、適切な場所に、適正
な保育供給を推進します。

保育園の待機児童ゼロ継続のための保育所等の誘致をはじめ、保護者のニーズに即した
子育て支援サービスを展開し、子どもを産み育てやすいまちづくりを推進します。

　必要な時に、自宅から最寄りの保育園等に入園できることが理想ですが、喫緊の課題
として、厚生労働省基準の待機児童ゼロの堅持と、兄弟姉妹が別々の保育園となること
の解消を施策の進捗度を測るものさしとしました。

施策の指標とその考え方

特定園留保のうち、兄弟姉
妹のいる園への入園申請数

11件
（平成28年４月）

指標 現状値

0件
（平成31年４月）

区調査
（事業実績）

待機児童数（厚生労働省
基準）

0人
（平成28年４月）

0人
（平成31年４月）

区調査
（事業実績）
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資料：子ども支援課
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①

②

③

①

②

③

　多様な保育・教育サービスが提供され、また園庭のない保育所等が増えている現状を
踏まえ、代替園庭として利用している17公園等の整備と、現在利用している保育・教育
サービスの保護者満足度を高めることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

代替園庭として利用して
いる公園等の整備数

1か所
（平成27年度）

17か所
（平成31年度）

区調査
（事業実績）

現在利用している保育・教育サー
ビスに満足している保護者の割合

82％
（平成26年度）

86％
（平成31年度）

区調査（子ども・子育
て支援事業計画策定の
ためのニーズ調査）

数値取得方法

私立認可保育所や認証保育所などでも、区立保育園・幼稚園と同水準の保育の質を確保
する必要があります。

保育士の離職率が高い現状を踏まえ、処遇改善支援を行うことで、離職の防止、勤続年
数の延長を図り、保育の質を確保することが必要です。

施策の方向

園庭のない私立保育所等が代替園庭として利用している公園や戸外活動先の児童遊園
を、園児達が安心して安全に遊ぶことができるよう整備します。

保育所等の運営が適正に行われているか指導・監査し、私立保育所への専門家による巡
回指導を強化するとともに、公立・私立保育所連携の保育士対象研修を実施します。

保育士等が保育の専門性を高めながら、やりがいを持って働くことができるよう、保育
士の処遇改善に取り組み、保育サービスの質の向上を図ります。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

子育て世代の転入増加など社会経済情勢の変化により、急激に保育需要が増加してお
り、私立認可保育所等を新設していますが、園庭のない保育所等が増えています。

目標 6 保育の質を高める

　本区では、平成26年12月に、全ての子どもの最善の利益が実現され、子ど
もを産み育てることに優しく、子どもが健やかに育成される環境を確保するた
め、「子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例」を制定しまし
た。公立・私立の別なく、子どもの発達や学びの連続性を考慮して、等しく良
好な子育て環境を享受できるよう保護者や事業者に対して支援します。

現状と課題

資料：厚生労働省「社会福祉施設等調査」資料：子ども支援課
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　学童クラブ入会希望者の増加が見込まれることから、計画的な学童クラブ定員の拡充
に取り組み、学童クラブの待機児童ゼロを堅持することを施策の進捗度を測るものさし
としました。

学童クラブ待機児童数
0人

（平成27年４月）
0人

（平成31年４月）
区調査

（事業実績）

数値取得方法

特に、学校内学童クラブの需要が高く、運営可能な施設・設備の活用など、定員増に向
けた取組を強化していくとともに、質の向上にも取り組む必要があります。

学校教育と学童クラブや放課後子ども教室などの放課後対策を総合的に行い、子どもの
健やかな成長を支援していく必要があります。

施策の方向

学校内学童クラブの定員拡大を図るため、学校施設のさらなる有効活用を図ります。ま
た、区と事業者とが合同で実施する研修の拡充等により、職員の質の向上を図ります。

保護者の仕事と子育ての両立を支援するとともに、子どもの健全な成長を育み、適切な
遊び及び生活の場を提供する学童クラブの定員拡大や施設整備等に取り組みます。

学童クラブと放課後子ども教室を有機的に一体化し、学校教育との連携を強化した総合
的な放課後対策に取り組み、子ども達の豊かな情操を育みます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

子育て世代の転入増加など社会経済情勢の変化により、学童クラブ入会希望者の増加が
見込まれます。

目標 7 学童クラブの待機児童ゼロの堅持と放課後活動を充実させる

　本区では、放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保するため、児童
館、区立小学校等で学童クラブを運営し、待機児童ゼロを堅持しています。ま
た、区立小学校全校で放課後子ども教室を実施しています。しかし、今後も児
童人口の増加が見込まれ、学童クラブの定員拡大と放課後子ども教室のさらな
る充実等、総合的な放課後対策に取り組んでいく必要があります。

現状と課題
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　児童虐待は、いつでも、どこでも、誰にでも起こりうるとの認識のもと、児童虐待の
未然防止、早期発見に取り組むことで、重篤な虐待事例の発生ゼロを堅持することを施
策の進捗度を測るものさしとしました。

重篤な虐待事例の発生状
況

０人
（平成27年度）

０人
（平成31年度）

区調査
（事業実績）

数値取得方法

核家族化の進行に伴う相談相手の不在などにより、保護者が育児に対する知識を習得す
る機会が得難くなってきており、育児不安が深まっています。

関係機関と連携した要保護児童のケア、保護者への指導等により、児童虐待の未然防
止、早期発見に取り組んでいく必要があります。

施策の方向

相談事案に対し、適切なサービスの提供や助言を行うとともに、地域の企業や店舗の協
力を得て子育て世帯への見守りや声かけを行うなど、虐待の未然防止に取り組みます。

子育てについて相談する人がいないなどの育児不安の解消や、怒鳴ったり、叩いたりせ
ずに子どもを育てる技術を学ぶ機会の提供など、子育て支援の充実に取り組みます。

児童相談所の早期開設をめざし準備に取り組むとともに、学校（園）、児童館、学童ク
ラブ、保健所、警察等で連携し、児童が安全に暮らせる環境を整えます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

重篤な事例こそ発生していませんが、虐待ケースを中心に相談件数が急増し、児童相談
所に一時保護される事例が増えています。

目標 8 児童虐待のないまちをつくる

現状と課題

　核家族化の進行など家族形態の変化等により、子育てに悩み、戸惑う世帯が
増えています。とりわけ、児童虐待に関する相談件数が急増しており、適切な
支援やショートステイなどのサービスの提供を行い、児童虐待の未然防止を徹
底するとともに、重篤な児童虐待事例が生じないように、関係機関との連携を
図り、取組を強化していく必要があります。
　また、児童相談所の早期開設に向け、準備を進めていきます。

資料：児童・家庭支援センター
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もう一つグラフを！

①

②

③

目標 9 発達に不安のある子どもへの支援を充実させる

現状と課題

子ども発達センター（さく
らキッズ）の利用者満足度

―
80％

（平成31年度）
区調査

（実態調査）

　障害や発達の課題を早期に発見し、支援・指導を開始することで、子ども発達セン
ター（さくらキッズ）の利用者満足度を高めることを施策の進捗度を測るものさしとし
ました。

発達障害など特別な支援が必要な子どもには、障害や発達の課題を早期に発見し、支
援・指導を開始するとともに継続的な支援を行うことが大切です。

数値取得方法

平成24年12月に開設した子ども発達センターでは、発達についての相談に応じるとと
もに、専門的な療育指導を行っていますが、利用登録者数が大幅に増加しています。

発達障害等がある子どもが専門機関で相談・検査・療育支援を受けた際の経費を助成す
ることで、心身の発達を支援するとともに、子育て家庭の経済的負担を軽減します。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　発達障害など、特別な支援が必要な子どもについて早期発見を促し、早期か
らの専門的な療育支援・指導へとつなげるとともに、一人一人の支援の道筋を
明らかにして継続的な支援を行い、インクルーシブ教育（※）の推進にも繋げ
ていきます。
　あわせて、発達に課題のある子どもが増えている現状を踏まえて、子ども発
達センターの増設を検討します。
※人間の多様性を尊重し、障がいのある者と障がいのない者が可能な限り一緒に学ぶことができるよう配慮すること

開設以降利用者が増加している子ども発達センターについては、定員や対象年齢等の拡
大を検討し、増設を進めます。

発達障害などの子どもが、民間の医療機関や専門機関で療育を受ける経費は、子育て家
庭の経済的負担となっています。

施策の方向

保健所で行う健康診査から就園・就学・就労まで一貫した支援体制を構築し、子どもの
発達課題の早期発見とともに発達段階に応じた継続的かつ一元的な支援を行います。
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資料：児童・家庭支援センター
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区立小・中学校には学校運営連絡会が設置されていますが、「地方教育行政の組織及び
運営に関する法律」に規定する学校運営協議会への移行を検討する必要があります。

地域住民や保護者が参加しての学校（園）づくりを行い、地域に信頼される学校（園）
としていく必要があります。

施策の方向

学校（園）及び教育委員会から、家庭や地域に対し、子育てや教育に関する情報発信を
積極的に行い、保護者、地域との連携を強化します。

区立小・中学校に学校運営協議会を設置すると共に、中等教育学校に設置されている経
営評議会の役割・機能を見直し、保護者や地域の学校運営への関わりを強化します。

　学校（園）及び教育委員会からの積極的な情報発信や、区立小・中学校における学校
運営協議会の設置など、家庭・地域・学校（園）の連携強化のための取組を進めること
とし、具体的な施策の進捗度を測るものさしは設定しないこととしました。

－ － － －

学校運営協議会、経営評議会が主体となり、保護者アンケートの実施など幅広く意見を
聴取して学校評価を行い、その結果を分析・検討し、教育の改善に反映していきます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

数値取得方法

転入等による子育て世代の増加に伴い、地域との関わりが薄い子育て世帯が増加し、こ
れまで以上に家庭・地域・学校（園）の連携強化が求められています。

目標 10 家庭・地域・学校（園）が連携・協力して子どもを育む

　子どもの養育と発達に対する第一義的な責任は家庭にあります。また、子ど
もの成長にとっては、学校（園）の果たす役割も非常に大きなものです。家庭
と学校（園）そして地域社会を構成する全ての人々が「共育」に参加し、子ど
も達を包み込みながら信頼関係の下に連携・協力していくことが必要です。

現状と課題
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本区の子どもは全国と比べて、他者への思いやりや自分を大切にすること（自尊感情）
についての意識が中学3年生で低くなる傾向があります。

目標 11 思いやりの心、豊かな心を育てる

　社会状況の急激な変化により、人と人との関わりが希薄となる中で、21世
紀を生きる子ども達には他者を思いやり、自己肯定感をもち、人間関係を築く
ことのできる資質の育成が求められます。本区では、子ども達の豊かな心を育
成するため、道徳教育の専門家である心の教育コーディネーターや臨床心理士
等を各学校に派遣するとともに、親子を対象とした啓発事業を推進し、心の教
育の充実を図っています。

現状と課題

数値取得方法

心の教育コーディネーターを各学校に派遣し、学校における道徳の時間の指導内容およ
び指導方法の改善・工夫を図っています。

スクールカウンセラーと担任が連携して、人との適切な関わり方や仲間との協調などの
社会性を育成する「フレンドシップ・サポート」を実施しています。

施策の方向

新たに導入される「特別の教科 道徳」の全面実施を推進し、道徳教育の一層の充実を図
り、豊かな心を育みます。

引き続き、各学校に心の教育コーディネーターを派遣し、道徳教育の充実を図ります。

スクールカウンセラーと担任が一層連携を深めるとともに、子どもがカウンセラーと面
接する機会を設定するなどして子どもの悩みを傾聴し、問題の解決を図ります。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　他者への思いやりを測る指標である「私は友達一人一人の心や命を大切にしている」
と回答する子どもの割合が、全ての学年で全国平均を上回ることを施策の進捗度を測る
ものさしとしました。

「私は友達一人一人の心や命を大
切にしている」と回答する子ども
の割合

上記
（平成27年度）

全ての学年で
全国平均を上回る

（毎年度）

区調査
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　「いじめは、どんな理由があってもいけない」と回答する子どもの割合を増加させる
ことを施策の進捗度を測るものさしとしました。

「いじめは、どんな理由があって
もいけない」と回答する子どもの
割合

93％
（平成27年度）

95%
（平成31年度）

区調査
（達成度調査）

数値取得方法

平成27年度には、「千代田区いじめ防止等のための基本条例」を制定し、重大な事案等
に対する調査委員会を発足させました。

引き続き、いじめを見逃さない体制づくりに取り組んでいく必要があります。

施策の方向

学校内外における研修の機会を充実させ、教職員がいじめの兆候を見逃さず、情報を共
有し、連携して、いじめの芽を早期に摘むことのできるようにします。

子どもに対し、年１回以上の学校生活アンケートを実施し、子どもの学校生活に対する
満足度や人間関係を分析し、より良い学級づくりに向けた指導改善を行います。

授業や日常の指導を通して、子どもに「いじめは、どんな理由があってもいけない」と
の意識を高めていきます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

本区では、「いじめ防止のための基本方針」を基に、各学校に健全育成サポートチーム
を設置し、いじめ防止に取り組んでいます。

目標 12 いじめのない学校（園）にする

　本区では、「いじめ防止等のための基本条例」を制定し、いじめ問題に対し
て総合的な対策を講じています。いじめの未然防止・早期対応への意識を子ど
も・教職員ともにさらに高め、いじめを見逃さない学校（園）をめざします。

現状と課題
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（件） （%）

-19-



①

②

③

①

②

※「４＝満足」「３＝ほぼ満足」「２＝やや不満足」「１＝不満足」の４段階

　特色ある教育プログラムを受けた子どもの様子を見た結果、保護者の満足度が向上す
ることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

特色ある教育活動に対する保
護者満足度（４点満点※）

3.39
（平成27年度）

3.50
（平成31年度）

区調査
（事業評価）

数値取得方法

引き続き、伝統文化との出会いを大切にしつつ、現状の子ども達の課題解決に資する、
各校（園）の特色を生かした教育活動を工夫していく必要があります。

加えて、企業や官庁、大学と協力し、専門的な知見に基づくサポートを受けつつ、子ど
もの力を伸ばしていく必要があります。

施策の方向

各校（園）の創意工夫を凝らし、伝統文化を中心とした各校（園）の特色を生かした教
育活動を工夫・充実していきます。

大学と連携して実施する「スペシャリスト連携講座」や、企業や官庁と連携して実施す
る「職場体験」等、地域の支援を得て、子ども達の力を伸ばします。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

本区の学校（園）は古くから、地域の方々の協力を得ながら、伝統文化を中心とした特
色ある教育活動を進めてきました。

目標 13 各校（園）の特色ある教育活動を進める
【目標30に再掲】

　歴史・伝統文化の知識や技能をもった地域住民や、専門的な知見を持った企
業、教育機関等が集積する本区ならではの特性を生かし、これらの地域人材や
専門家の協力を得て、様々な教育プログラムを展開し、子どもに21世紀の地
域や社会を担う力を育むとともに、各校（園）の創意工夫を凝らした魅力と特
色ある学校づくりを推進します。

現状と課題
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資料：指導課「特色ある教育活動」

（人）
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①

②

③

①

②

③

平成25年には児童数が2,402人にまで減少しましたが、その後、いわゆる都心回帰現
象もあり、平成26年以降は子どもの数が増加傾向にあります。

目標 14 質の高い初等教育を維持・向上させる（８校８園体制の堅持）

　本区は、平成５年に小学校・幼稚園を８校８園に適正配置しました。近年、
本区の子どもの数は増加傾向にありますが、全国的には減少が続いており、本
区においてもいずれ少子化傾向に転ずることが予想されます。そこで、今後の
少子化を見据え、教育課程の改善や工夫を図り、質の高い初等教育を維持・向
上していきます。

現状と課題

数値取得方法

今後の少子化傾向を踏まえると、学級数が11学級以下の小規模校化が進み、クラスの人
数は多いが単学級となる学校（多人数単学級校）が増加することが予想されます。

８校８園体制における質の高い教育を維持し、向上させていくための具体的方策を検討
していく必要があります。

施策の方向

異学年交流の推進や個に応じた教育効果を高める指導法の工夫など、８校８園体制の強
みを生かし、互いに高め合い、認め合う授業づくりを行います。

社会性を涵養する機会や多様性に触れる機会の充実、カリキュラム編成の工夫など、地
域の教育力等を生かし、社会に開かれた教育課程で特色ある教育活動を推進します。

多人数単学級校の増加を視野に入れ、質の高い初等教育のあり方の検討を進めます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　私立学校を選択せず、区立小学校に入学する区内在住の子どもの割合を増加させ、選
ばれる学校づくりを進めることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

区内在住で区立小学校に
入学した子どもの割合

80.４%
(平成28年度）

85%
（平成31年度）

区調査
（実態調査）
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①

②

③

①

②

③

　私立学校を選択せず、区立中学校・中等教育学校に入学する区内在住の子どもの割合
を増加させ、選ばれる学校づくりを進めることを施策の進捗度を測るものさしとしまし
た。

中等教育学校については、中高一貫６年制学校の特色を生かした教育体制や授業内容を
見直し、入試制度改革にも対応していきます。

区民の区立学校進学率（区
立中学校・中等教育学校）

56％
（平成28年度）

60％
（平成31年度）

区調査
（実態調査）

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

在来型中学校では、私立中学校への進学状況により学級数が変動するなど、学校運営上
の課題もあり、生徒や保護者に選ばれる学校づくりに取り組んでいく必要があります。

中等教育学校は開校から10年が経過し、大学入試制度の改革を控え、さらなる教育の質
の向上に向け、教育体制や授業内容の見直しを図っていく必要があります。

施策の方向

在来型中学校２校の特色化を推進するとともに、中等教育学校を含めた３校体制の中
で、本区の中等教育の質を高め、公教育の復権をめざします。

在来型中学校については、放課後支援の充実を図り、部活動はもとより、基礎基本や発
展的な講座、英会話教室などを開設し、生徒の興味・関心を高めます。

都内には多くの私立中学校があり、また通学の利便性が高い本区においては、私立中学
校への進学者が多い傾向にあります。

目標 15 中等教育の魅力を向上させる

　中学生人口の減少に伴い、本区では、中等教育の在り方について検討を行い
ました。その結果を受け、平成18年度より二つの在来型中学校と区立として
は唯一の６年制の中等教育学校に適正配置しました。今後とも、在来型中学校
と中等教育学校の教育の質の向上を図り、その魅力を広く周知し、生徒や保護
者に選ばれる学校づくりを推進していく必要があります。

現状と課題
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①

②

③

①

②

③

※「４＝満足」「３＝ほぼ満足」「２＝やや不満足」「１＝不満足」の４段階

　教員と保育士が合同で行う保幼小合同研修会に対する教職員満足度を高めることを施
策の進捗度を測るものさしとしました。

保幼小合同研修会に対する教
職員満足度（４点満点※）

2.96
（平成27年度）

3.3
（平成31年度）

区調査
（事業評価）

数値取得方法

区立小学校には幼稚園（こども園）が併設されていますが、保育ニーズの高まりによ
り、保育園卒園者が幼稚園卒園者より多くなっており、保幼小の連携強化が必要です。

豊かな人間関係を築くために、校・園内における様々な交流を設定するだけでなく、連
合行事等を通じて区内の他の校・園との交流を深めていくことが大切です。

施策の方向

小１プロブレムの解消に向けて、小学校と併設の幼稚園（こども園）、近隣の保育園も
含めて、保幼小の連携を一段と強化します。

区立小学校と中学校が、中学生体験講座や出前授業、中学校紹介等の取組を積極的に行
うことにより、区立小学校と区立中学校・中等教育学校との連携を強めていきます。

各校・園が集まって実施する連合行事の一層の充実を図り、共通の経験を通して、千代
田区の子どもとしての仲間意識を高めます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

区内では子どもの数が微増してはいるものの、小規模校・園が多く、人との関わりが限
定される傾向があり、小１プロブレムや中１ギャップの顕在化が懸念されます。

目標 16 各校・園の連携を進める

　子ども達は、集団生活を通して社会性を身に付けることから、より多くの関
わりの場を設定することが大切です。本区では、全ての小学校に幼稚園（こど
も園）を併設し、さらに区立・私立保育園とも連携した連合行事や、教員・保
育士合同研修会を設定しています。こうした機会を十分活用して連携を深め、
豊かな関わりの場を計画的に設定していく必要があります。

現状と課題

20 20
23

26

0

10

20

30

24年度 25年度 26年度 27年度

保幼小合同研修会 参加校・園数

保育園

56%

幼稚園

44%

未就学児の保育園と幼稚園の就園状況

（平成27年度）
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（校・園）

-23-



①

②

③

①

②
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　不登校の未然防止の取組や安心して登校できる体制の整備を推進し、不登校の出現率
を減少させることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

不登校の出現率
0.28（小学校）
2.50（中学校）
（平成27年度）

0.1以下（小学校）
2.0以下（中学校）

（毎年度）

国調査（児童生徒の問題
行動等生徒指導上の諸問
題に関する調査）

歳の近い大学生等を家庭へ派遣し、話し相手や相談相手等となることで信頼関係を築
き、不安を取り除き、安心して登校できる体制を整備します。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

不登校の子どもが社会的自立や学校復帰に向かうよう、教育委員会が定期的に学校訪問
し、関係者と共に解決策を協議するなど、子どもに寄り添った支援に取り組みます。

目標 17 不登校の子どもをなくす

　不登校は子ども達が将来、社会的に自立が困難になるおそれのある、大きな
社会問題です。不登校の子どもは自信を失い、社会から孤立しがちになるとと
もに、生活の乱れも招きがちです。また、学力の習得の機会を失い、将来の進
路選択が困難になるなど、深刻な課題を抱える場合が多いと指摘されていま
す。不登校の子どもに寄り添い、学校復帰への支援のみならず、自らの進路を
主体的に捉え、社会的な自立をめざすための支援を行う必要があります。

現状と課題

全国的に、小学校では平成11年度、中学校では平成20年度をピークに、不登校の子ど
もの出現率は減少傾向にあります。

本区においては、子どもの数が少なく個々の状況に左右されるため、年度毎の不登校の
出現率(※)にばらつきがあります。平成26年度は都の平均を上回った校種もあります。

近年、区として設置している適応指導教室の利用が増加していますが、学校復帰を果た
した子どもは少なく、固定化する傾向があります。

　　※　学校全体の子どもに対する不登校者の割合

施策の方向

校内で子どもの登校に関する情報を共有し、スクールカウンセラー等と連携を図りなが
ら、早期に家庭訪問をする等の対策をとり、不登校の未然防止をめざします。
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①

②

③

①

②

③

※「４＝満足」「３＝ほぼ満足」「２＝やや不満足」「１＝不満足」の４段階

　個々に応じた特別な教育的支援や生活支援を受けた経過や、支援を受けた子どもの状
況を見た結果、特別支援教室や特別支援教育指導員、学習・生活支援員に対する保護者
の満足度が向上することを施策の進捗度を測るものさしとしました。

特別支援教室に対する保護
者満足度（４点満点※）

3.2
（平成28年度）

3.5
（平成31年度）

区調査
（事業評価）

特別支援教育指導員、学習・
生活支援員に対する保護者満
足度（４点満点※）

3.27
（平成28年度）

3.5
（平成31年度）

区調査
（事業評価）

数値取得方法

平成28年度より、全区立小・中学校、中等教育学校に情緒障害の特別支援教室を開設
し、拠点校の番町小学校、千代田小学校、神田一橋中学校から教員が巡回指導します。

特別な配慮を必要とする子どもが適切に支援を受けられるよう、通室判定の仕組みの改
善、支援員の配置、物的環境の整備を一元的に進める必要があります。

施策の方向

特別な支援を要する子どもの現状を適切に把握し、必要に応じて支援員を配置するな
ど、一人一人のニーズにあった教育的支援及び生活支援を行える環境を整えます。

保健所で行う健康診査から就園・就学・就労まで一貫した支援体制を構築し、子どもの
発達課題の早期発見とともに発達段階に応じた継続的かつ一元的な支援を行います。

適切な支援に向けて、個別指導計画を策定し、子どもの特性等に関する情報を、就園か
ら就労まで家庭や学校、医療等の関係機関が適切に共有する仕組みを整えます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

現在、本区においては、特別支援教室の利用者は全体の1.5％程度であり、特別な教育
的支援を必要としながら、支援を受けていない子どもが相当数いると推計されます。

目標 18 特別な配慮が必要な子どもへの支援を進める

　「通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とす
る児童生徒に関する調査」（平成24年文部科学省）によると、特別な教育的支援
を必要とする子どもは小・中学校合わせて6.5％であり、そのうち93.3％が通級
による指導を受けておらず、適正な指導を受けている子どもは0.44%に留まって
います。こうした状況を踏まえ、特別な配慮が必要な子どもに多様で柔軟な教育
的支援を行い、インクルーシブ教育（※）の推進にも繋げていきます。

現状と課題

※人間の多様性を尊重し、障がいのある者と障がいのない者が可能な限り一緒に学ぶことができるよう配慮すること

通級指導学級の利用状況（人） （%）56
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資料：学務課「学級編成」
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　すべての区立学校で質の高い食育を推進していくこととし、食育全体計画の作成状況
を施策の進捗度を測るものさしとしました。

食育全体計画を作成して
いる区立学校の割合

45％
（平成27年度）

100％
（平成31年度）

区調査
（事業実績）

数値取得方法

朝食を食べている子どもは多いですが、牛乳や果物、主食のみ等、バランスのとれた朝
食を食べている子どもは少ない実態があります。

食物アレルギーを有する子どもが増加し、また、アレルギーの原因となる食材が多岐に
わたり、給食の対応が複雑になっています。

施策の方向

学校ごとの食育についての取組の差をなくすため、すべての区立学校で食育全体計画を
作成し、食の大切さ、健康を意識した食育を推進します。

子ども達が、安全な食材の選び方や組み合せ、自分で料理を作ったりする知識と技術を
身に付けられるよう、食育を推進します。

アレルギー事故防止のため、献立作成時からの複数の目によるチェック体制を確立しま
す。献立作成委員会を設置し、安全で栄養バランスのとれた標準献立を導入します。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

食育リーダー・給食主任会で研修をうけた食育リーダーや給食主任が中心となって、各
校で食育の実践を進めていますが、学校ごとに取組の差があります。

目標 19 健全な食生活を実践することができる力を育てる

　健康な体をつくるには、食材から栄養を摂ることが大切であり、栄養バラン
スや三度の食事が重要です。
　食育を通して、安全な食材の選び方や組み合わせ、自分で料理を作ったりす
る知識と技術を身につけます。また、食物アレルギーに関する正しい理解を深
めていきます。

現状と課題

資料：学務課

2.7
3.1

4.4
3.7 3.9

1.4 1.3
0.6

1.1
1.5

0
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5

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

給食におけるアレルギー対応している児童・

生徒の割合

小学校 中学校

（%）

-26-



①

②

③

①

②

③

－ － － －

　教職員の資質の向上に向け、様々な形での研修の実施や、訪問指導・私立保育所への
巡回指導等を継続して行っていくこととし、具体的な施策の進捗度を測るものさしは設
定しないこととしました。

教育委員会では、全ての学校・園に勤務する教職員や保育士の資質向上に向けて、東京
都や国と協力し、様々な形で通所研修を実施しています。

目標 20 子どもに関わる教職員の資質を向上させる

　子どもは日々多くの事を吸収し、成長していきます。成長を支える、子ども
の保育・教育に関わる保育士や教職員もまた、成長することが求められていま
す。教育公務員特例法第21条には、「教育公務員は、その職責を遂行するた
めに、絶えず研究と修養に努めなければならない。」とされており、その資質
を向上させていくことが必要です。

現状と課題

各校・園におけるＯＪＴ研修を支援し、また、校園長の要請に応じた指導主事や教育研
究専門員等の学校への派遣による教職員等への直接指導を行っています。

各校・園の教職員等の研修の実施状況や、資質の向上・改善状況を把握する為、年１回
以上の訪問指導を行っています。また、私立保育所への巡回指導等にも努めています。

施策の方向

教育委員会による研修会を充実するとともに、東京都や関係機関の研修受講を奨励し、
すべての教職員に対して、年１回以上の研修が実施できるようにします。

ＯＪＴ研修のよい取組事例を紹介し、各校・園におけるＯＪＴ研修が効果的に行われる
ようにします。

引き続き、教育委員会による年１回以上の訪問指導を実施し、指導改善を行います。ま
た、専門家による私立保育所への巡回指導等も強化していきます。

施策の指標とその考え方

指標 現状値 目標値 数値取得方法

139
121

99

0

50

100

150

25年度 26年度 27年度

都研修センター主催研修【数日間】への参加教員数（延べ）

0

10

20

30

40

25年度 26年度 27年度 28年度

中堅教員研修【約１年間】への参加教員数

マネジメント・リーダー研修

大学院

開発委員・研究生

研究員

教師道場

資料：指導課

（人） （人）

26

32 30

18
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築30年が経過する３小学校は、設備面等の老朽化が進んでいることから、改築又は大規
模改修の基本方針・構想を早急に固め、計画的に整備していく必要があります。

目標 21 今日的な教育課題に対応した質の高い教育施設の整備を進める

　本区は、平成27年国勢調査で市区町村の中で全国一の人口増加率となりま
した。なかでも、就学前人口の増加は顕著であり、小学校の学級増に向けた対
応が喫緊の課題となっています。同時に、老朽化した教育施設の改築整備を計
画的に進める必要があり、施設整備にあたっては、今日的な教育課題に対応で
きる良好な教育環境を確保していく必要があります。

現状と課題

数値取得方法

平成以降に改築整備を行った小学校においても、児童数の増加が顕著となっている地域
があり、普通教室などが不足する可能性があります。

少人数学級や多展開授業などの今日的な教育課題への対応、幼稚園の保育室や学校内学
童保育室（アフタースクール）など、新たな需要への対応が求められています。

施策の方向

お茶の水小学校、和泉小学校、番町小学校について計画的に改築整備（改修）を進めて
いくため、地域協議会を設置し、整備の基本構想を策定します。

児童数増が顕著である麹町小学校、富士見小学校等については、就学人口の適切な推計
に基づき、普通教室等の計画的な改修・整備を行っていきます。

施設の改築整備（改修）にあたっては、少人数学級や多展開授業などの今日的な教育課
題や、学校内学童保育室の需要増などにも柔軟に対応していきます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　計画期間内に改築整備が見込まれる学校についての改築整備の基本構想策定を施策の
進捗度を測るものさしとしました。

改築整備の基本構想を策
定した小学校数

0校
（平成28年４月）

2校※
（平成31年４月）

区調査（事業実績）
※目標値２校は、お茶
の水小と和泉小を想定
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資料：「住民基本台帳」（各年度4月1日現在） 資料：子ども施設課

（人） （指数） （学級）
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ＩＣＴ機器の活用により、学習への意欲・関心が向上することが分かってきましたが、
それ以外の学力の向上についてはまだ十分な検証が進められていません。

目標 22 ＩＣＴを教育の様々な場面で活用する

　本区では、平成26年度に全区立小・中学校、中等教育学校にタブレットＰ
Ｃを、普通教室にプロジェクターを配置しました。教員とＩＣＴ支援員が協力
し、デジタル教科書や学習コンテンツを授業で活用できるようになりました。
今後はこれらのＩＣＴ環境を生かし、アクティブ・ラーニング（主体的・対話
的で深い学び）への効果的な活用を推進します。

現状と課題

数値取得方法

教材提示や個別学習には活用されるようになりましたが、アクティブ・ラーニングへの
活用には差があります。

他地区から異動してきた教員もICTを効果的に活用できるように、継続的に研修体制を
整えることが必要です。

施策の方向

教員の指導力を向上させ、ＩＣＴの活用率を向上する必要があります。

情報教育推進校である神田一橋中学校での先進的な取組を、広く区内学校に還元して、
ＩＣＴのアクティブ・ラーニングへの活用を進めていきます。

教育委員会が主催する夏季研修や、ＩＣＴ支援員を活用した各校のニーズに合わせた校
内研修会を充実させ、指導力の向上を図ります。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　授業におけるＩＣＴ機器の活用率を高めることを施策の進捗度を測るものさしとしま
した。

授業におけるＩＣＴ機器
活用率

28.3％（小学校）
44.7％（中学校）
（平成28年度）

35％（小学校）
50％（中学校）
（平成31年度）

区調査
（事業実績）

67.9

48.8

28.2

36.9

3.8

12.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ICT活用

ICT非活用

学習内容の理解

とても（肯定） 少し あまり 全く（否定）

資料：区教育課題研「ICT機器活用の効果に関する調査」（平成27年度）
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資料：情報教育推進校 神田一橋中学校
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各学校において、調査結果を学年別・教科別に丁寧に分析し、指導法の工夫・改善を図
り、学ぶことが楽しいと思える学校づくりを推進します。

目標 23 基礎・基本を着実に定着させる

　学校は、生きていくために必要な知識や技能について集団で学ぶ場です。学
びの場は有益で、また楽しいものでなくてはなりません。そのためには、１時
間１時間の授業が「分かる」ことが必要です。子ども達が「分かる」を繰り返
し、着実に基礎・基本を身に付けることができるよう、学校と家庭が連携して
取り組んでいくことが重要です。

現状と課題

毎年度実施している達成度調査（学力調査）では、本区の子どもの学力は、全国の平均
を上回っています。

しかし、中学校の理科等、教科によっては全国の達成率を下回っているものもあります。

調査結果の分析を踏まえ、指導形態を工夫するとともに、指導法の改善に取り組み、基
礎・基本の着実な定着に取り組む必要があります。

施策の方向

都費に加え、区費講師の加配による少人数指導や習熟度別指導を実施し、きめ細かな指
導による基礎学力の定着をめざします。

学校と放課後子ども教室（学び）や放課後学習教室が十分連携を図り、子どもが弱点を
克服し、分かる楽しさを味わうことが出来るようプログラムを工夫します。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

　基礎・基本の着実な定着を図り、達成度調査における各教科の目標値を超えた子ども
の割合を増加させることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

達成度調査で各教科の目標
値を超えた子どもの割合

82.8%
（平成28年度）

85%
（平成31年度）

区調査
（達成度調査）
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資料：「区達成度調査」
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全国体力・運動能力調査の結果では、本区の小学校の子どもはおおよそ、全国・東京都
並みの体力であるといえます。

目標 24 子どもの運動能力を向上させる

　子どもの時期に活発な身体活動を行うことは、成長･発達に必要な体力を高
めることはもとより、運動･スポーツに親しむ身体的能力の基礎を養い、病気
から身体を守る体力を強化し、より健康な状態をつくっていくことにつながり
ます。「よく食べ、よく動き、よく眠る」という健康3原則を踏まえた基本的
な生活習慣を身に付けることが重要です。

現状と課題

数値取得方法

しかし、中学校、中等教育学校では、男子は９種目中７種目が、女子は９種目中６種目
が全国又は都の平均を下回っています。

運動系の部活動などに入っていない子どもを含め、運動に親しみ、運動時間の確保に向
けた取組を行うなど、全校的な体力向上に取り組む必要があります。

施策の方向

中学2年生男子は持久力、中学２年生女子は投力に課題があります。各校（園）の課題
を明確化し、学校（園）ごとの目標値を挙げて、運動能力の向上に取り組みます。

体育教員の指導力を生かすとともに、地域人材や専門家を活用して、運動習慣を身に付
けさせる取組を行います。

中学校では、従来の部活動だけではなく、ダンスやフットサルといった子どもの興味関
心の高いスポーツを部活動化するなどし、運動系部活動の加入率を向上させます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　運動能力調査における全ての種目で都平均を上回ることを施策の進捗度を測るものさ
しとしました。

都平均を上回っている運
動能力調査の種目数

男子２種目／９種目
女子３種目／９種目
（平成27年度）

男子９種目／９種目
女子９種目／９種目
（平成31年度）

国調査（体力・運動能
力調査／中学３年生）
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中２女子
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50m走(秒)

立ち幅とび(cm)

ハンドボール投

げ(m)

中２男子

全国(=50) 東京都 千代田区

資料：文部科学省「体力・運動能力調査」（平成27年度）
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幼稚園や保育園、小学校、中学校に、ＡＬＴ（外国語指導助手）を派遣し、幼児期から
英語に触れ、異文化に親しむ機会を設定しています。

目標 25 グローバル化を見据えた国際社会で活躍できる人材を育てる

　グローバル化が一層進展する社会において、子ども達は生きていかなくては
なりません。この社会の変革に対応し、国際社会で活躍できる人材の育成が求
められています。そのために、世界共通語である英語によるコミュニケーショ
ン力を高め、外国人と主体的に関わる力を育むとともに、異文化や自国文化に
対する理解を深める教育を推進する必要があります。

現状と課題

数値取得方法

平成32年度の学習指導要領改訂に伴う外国語教育の拡充に向けて、実践的に英語に親し
む機会を充実する必要があります。

子どもが自らの英語力を確認し、意欲的に学習に取り組むための手だてを工夫したり、
海外の生徒と交流する機会の充実を図る必要があります。

施策の方向

ＡＬＴの派遣を増やすとともに、授業外に英語に触れる取組を工夫します。また、各校
（園）が学校経営方針に基づき、それぞれの特色を生かした国際教育を行います。

英語検定の費用を公費で負担することで、子どもが自らの英語力を確認し、目標をもっ
て学習に取り組むことができるようにします。

子どもを海外へ派遣し、学校や家庭生活を体験したり、外国人生徒を家庭に受け入れる
体験を通し、日本や異文化に対する理解を深め、外国の人々と関わる力を育成します。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　異文化や自国文化に対する理解を深めることが重要ですが、英語に親しむことによ
り、中学３年までに英検３級に合格する生徒の割合を増やすことを施策の進捗度を測る
ものさしとしました。

中学３年までに英検３級に
合格した生徒の割合

58.5％
（平成27年度）

80％
（平成31年度）

区調査（事業実績）
※国はH27年度に50%、
都は30.2%を目標
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学習指導要領時数（年）

ALT派遣時数（年）

千代田区のＡＬＴ派遣状況（平成27年度）

資料：指導課 資料：文部科学省「平成27年度英語教育改善のための英語力調査」「区達成度調査」（平成27年度）

（時数）
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②
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①

②

③

区立１校を研究協力校として指定し、その成果を区立全校（園）で共有しつつ、2020
年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて年間指導計画の作成に着手しました。

目標 26
2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機とした教育
を進める【目標31に再掲】

　「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催を契機とし
て、ボランティアマインドなどを育む「心の教育」、障害者理解などを進める
「共生社会」、運動やスポーツに親しむ「スポーツ志向」、日本人としての自
覚や誇りを培う「伝統文化」、豊かな国際感覚を育む「国際教育」の五つを視
点としたオリンピック・パラリンピック教育を区立全校（園）で進めます。

現状と課題

数値取得方法

東京都の取組と連携し、オリンピアン・パラリンピアンとの交流や、区内の大使館など
との交流をさらに進めていく必要があります。

東京オリンピック・パラリンピックを契機として、地域に愛着と誇りをもって外国の
方々に本区の魅力を伝えることができる子どもを育てる必要があります。

施策の方向

区立全校（園）でオリンピック・パラリンピック教育の年間指導計画を作成し、学校間
の取組の差を是正していきます。

区立全校（園）が、オリンピアン等との交流や大使館等との交流を図り、オリンピッ
ク・パラリンピックについての正しい認識や学びを深めていきます。

本区の歴史や文化を紹介する小冊子を作成し、それを活用して子ども達が本区の魅力に
ついて学び、また紹介できるよう指導していきます。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　2020年（平成32年）の東京オリンピック・パラリンピックに向け、各校・園がオリ
ンピック・パラリンピック教育に計画的に取り組むこととし、年間指導計画の作成状況
を施策の進捗度を測るものさしとしました。

オリンピック・パラリンピッ
ク教育の年間指導計画作成

１校・園
（平成27年度末）

19校・園
（平成31年度末）

区調査
（事業実績）

34 34
38
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25年度 26年度 27年度 28年度

大使館等との交流実績件数

資料：指導課
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交流実績（累計）
（校・園）

（件）

（件）
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①

②

③

子ども達に自ら考え判断する力を培うために、日々の授業において、できる限り子ども
同士が話し合ったり、教え合ったりする場面を意図的に設定していきます。

目標 27 社会の変化に対応できる思考力・判断力を身に付けさせる

　ＩＣＴの進展により、何を知っているかだけでなく、情報を適切に収集し、
活用する思考力・判断力が問われています。そこで、自ら考え判断する力を培
うために、アクティブ・ラーニング（主体的・対話的で深い学び）を取り入れ
るとともに、防災教育や環境教育、キャリア教育等新たな教育課題に対応する
必要があります。

現状と課題

本区においても、次期学習指導要領の重要なキーワードである「アクティブ・ラーニン
グ」が取り入れられていますが、さらなる取組が求められています。

自ら考え判断する力を培うために、日々の授業の中で、子ども達に考えさせ、話し合わ
せ、判断させる活動を設定する必要があります。

新たな教育課題として、例えば防災教育は、各校（園）において取り組んでいるもの
の、地域社会の一員としての内発的な動機付けが十分でない面があります。

施策の方向

自ら課題を発見し、課題に応じて情報を収集・整理・分析して話し合い、課題解決への
道筋を見つけ出す探究的な学習を進めます。

新たな教育課題である防災教育においては、災害発生時等に地域社会に貢献できる人材
育成に向け、地域や警察・消防、自治会等と連携した取組を進めます。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

　日々の授業の中で思考力・判断力を養うよう、総合的な学習の時間での探究的な学習
活動の実施割合を増やすことを施策の進捗度を測るものさしとしました。

総合的な学習の時間での
探究的な学習活動の実施

小５　78.8％
中２　70.2%
（平成27年度）

小５　85％
中２　80%

（平成31年度）

国調査（全国学力・
学習状況調査）

74.7 
66.0 

78.8

56.1
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20
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100

小６ 中３

話し合い・教え合いを

取り入れた授業実施 千代田区

全国
74.6 74.0 

67.3 
57.2 

0

20

40
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小６ 中３

思考力・判断力（応用力）の状況
千代田区

全国

資料：「区達成度調査」（平成28年度）

（%） （%）
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①

②

③

区立各小・中学校、中等教育学校において企業等の専門家を招聘し、親子で学ぶ「情報
モラル」を実施します。

目標 28 情報に関する正しい知識を身に付けさせる

　現代社会において、ＩＣＴ機器の活用能力は必要不可欠です。そのために
は、家庭と連携して、子ども達にＩＣＴ機器の適切な活用や情報の発信につい
ての正しい知識を身に付けさせることが必要です。また、学校のみならず、家
庭におけるスマートフォン・携帯電話でのＳＮＳ（※）利用のルール作りなど
を支援していく必要があります。
※ソーシャル・ネットワーキング・サービス：人と人とのつながりを促進・支援する、コミュニティ型のWebサイトおよびネットサービス

現状と課題

ＳＮＳで子どもが悪口を書かれたり、仲間はずれにされたり、コミュニティサイト等で
被害を受ける事例が増えています。

子ども達が被害者や加害者になることを防ぐためには、学校での情報モラル教育と並行
して、家庭において、スマートフォン等の使用ルールを決めることが重要です。

平成26年度の東京都の調査では、小学校３年生以上では、６割以上の子どもがスマート
フォンを使用していますが、使用ルールを決めている家庭は半数に達していません。

施策の方向

ＩＣＴ支援員を各校へ派遣し、教員研修の充実を図り、ＩＣＴ機器を活用した授業の実
施を通してＩＣＴ機器の適切な利用法を指導します。

加えて、家庭でのルールづくりの重要性の周知を図り、「ＳＮＳわが家ルール」の作成
支援を通して、子どものＳＮＳの適切な利用を推進していきます。

指標 現状値 目標値 数値取得方法

施策の指標とその考え方

　子どものＳＮＳの適正な利用が大きな課題となっており、ＳＮＳ利用のルールを策定
している家庭の割合を増やすことを施策の進捗度を測るものさしとしました。

ＳＮＳルールを策定して
いる家庭の割合

55%（小学４年～６年生）
68.5％（中学生）
（平成28年度）

80％
（平成31年度）

区調査
（達成度調査）

59.1
53.6

49.4
45.8 

48.4 
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24年度 25年度 26年度

スマートフォン等の使用ルールを

定めている家庭（東京都）
小学生

中学生

73.1 74.8 74.5

76.1
77.7
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25年度 26年度 27年度

ルールやマナーを守っての情報収集・発信に

ついて指導ができる教員

千代田区

全国

資料：文部科学省「教育の情報化に関する実態等に関する調査」

（%） （%）

資料：東京都「インターネット・携帯電話利用に関する実態調査報告書」
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本区の小学生の約９割、中学生の約８割が読書が「好き」「どちらかというと好き」と
答えており、読書好きな傾向が見られます。

目標 29 子どもの読書活動を活性化させる

　国立青少年教育振興機構が実施した調査結果では、特に就学前から小学校低
学年の読書活動と、成人の「文化的作法・教養」との関係が強い傾向にありま
した。その他、「社会性」「自己肯定」「意欲・関心」「市民性」「論理的思
考」等において、成人の意識・能力が高いことが明らかとなりました。豊かな
人生を送るために、子どもの読書活動を活性化させていく必要があります。

現状と課題

数値取得方法

しかしながら、本を読む頻度は、小学生の約７割が週３～５日以上と答えているのに対
し、中学生では約５割に低下し、学年が上がるにつれて割合が下がる傾向にあります。

特に、学校図書館の利用頻度は、中学生では「ほとんど利用しない・利用しない」との
回答が５割を超えており、中学校図書館の利用促進が課題となっています。

施策の方向

「千代田区子ども読書活動推進計画」に基づき、千代田図書館から図書館司書を学校や
保育園等の子ども施設に派遣するなど、区立図書館と連携して読書活動を推進します。

学校図書館の蔵書構成にあたっては、学校派遣図書館司書からの計画的な図書の収集と
廃棄提案により、魅力ある蔵書構築を推進します。

学校図書館を積極的に利用し、学校図書館を活用した取組を充実させるなど、子どもの
読書率の向上を図るための取組を行います。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　学校図書館の利用促進が課題となっており、子どもの１人当たりの貸出冊数増加を施
策の進捗度を測るものさしとしました。

子どもの1人当たりの貸
出冊数

小学生18.3冊
中学生8.2冊

（平成24年度）

小学生20冊
中学生10冊

（平成31年度）

区調査
（事業実績）

22.3

14.1

49.2

32.3

26.2

52.9

0% 50% 100%

小学生

中学生

よく利用 時々利用 ほとんど利用しない・利用しない 無回答

学校図書館の利用頻度

61.1

47.4

25.5

32

8

14.1

4.2

5.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

中学生

好き どちらかというと好き
どちらかというと嫌い 嫌い
無回答

読書の好き嫌い

資料：「千代田区子ども読書調査」（平成27年度）
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※「４＝満足」「３＝ほぼ満足」「２＝やや不満足」「１＝不満足」の４段階

本区の学校（園）は古くから、地域の方々の協力を得ながら、伝統文化を中心とした特
色ある教育活動を進めてきました。

目標 30 各校（園）の特色ある教育活動を進める
【目標13の再掲】

　歴史・伝統文化の知識や技能をもった地域住民や、専門的な知見を持った企
業、教育機関等が集積する本区ならではの特性を生かし、これらの地域人材や
専門家の協力を得て、様々な教育プログラムを展開し、子どもに21世紀の地
域や社会を担う力を育むとともに、各校（園）の創意工夫を凝らした魅力と特
色ある学校づくりを推進します。

現状と課題

数値取得方法

引き続き、伝統文化との出会いを大切にしつつ、現状の子ども達の課題解決に資する、
各校（園）の特色を生かした教育活動を工夫していく必要があります。

加えて、企業や官庁、大学と協力し、専門的な知見に基づくサポートを受けつつ、子ど
もの力を伸ばしていく必要があります。

施策の方向

各校（園）の創意工夫を凝らし、伝統文化を中心とした各校（園）の特色を生かした教
育活動を工夫・充実していきます。

大学と連携して実施する「スペシャリスト連携講座」や、企業や官庁と連携して実施す
る「職場体験」等、地域の支援を得て、子ども達の力を伸ばします。

指標 現状値 目標値

施策の指標とその考え方

　特色ある教育プログラムを受けた子どもの様子を見た結果、保護者の満足度が向上す
ることを施策の進捗度を測るものさしとしました。

特色ある教育活動に対する保
護者満足度（４点満点※）

3.39
（平成27年度）

3.50
（平成31年度）

区調査
（事業評価）

103
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121

1474,042 4,056 
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特色ある教育活動

講座数

講師延べ人数

（講座）

資料：指導課「特色ある教育活動」

（人）
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子どもが健やかに育つための環境の確保に関する条例 

 

子どもの健やかな育ちは、親のみならず、今の社会を構成するすべての人々の願いであり、

また、喜びである。 

子どもは、大人とともに社会を構成する一員として、また未来の社会の担い手として、健や

かに生まれ、育成されることが期待される。 

子どもが健やかに育つための環境の確保は、将来に向けて希望のもてる社会の基盤づくりで

あり、未来への投資である。 

とりわけ乳幼児の育成環境は、その後の子どもの発達に大きな影響を及ぼすことから重要で

ある。 

乳幼児の子育て支援は、誰もが等しく受けることができる公共的なサービスとして、保護者

の多様な生活様式に合わせ、すべての子育て世帯に、それぞれの世帯の実情に応じた支援の手

が等しく差し伸べられるものでなければならない。 

子育て世帯の実情に合わせた多様な子育て支援の仕組みの中で、その形態や実施主体の違い

にかかわらず、子育てを行うすべての家庭が、利用手続、提供される保育・教育、施設環境、

利用者負担等において等しく良好な子育て環境を享受できるようにする必要がある。 

千代田区内において、すべての子どもの最善の利益が実現され、子どもを産み育てることに

優しく、子どもが健やかに育成される環境を確保するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもは大人とともに社会を構成する一員であり、また未来の社会の担

い手であるという認識の下、子どもが健やかに生まれまた育成されるよう、千代田区（以下

「区」という。）において、子どもを産み育てることに優しい環境を確保することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 子ども 小学校就学の始期に達するまでの者をいう。 

(２) 保育・教育サービス事業 子どもに対する保育若しくは教育又はその他の子どもの育

成を目的として行われる事業をいう。 

(３) 事業者 区以外の者であって、区内において保育・教育サービス事業を実施するもの

をいう。 

(４) 保育等施設 区内に所在する幼稚園（子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。

以下「法」という。）第11条に規定する施設型給付費又は特例施設型給付費の対象とな

らないものを除く。）、認定こども園、こども園（千代田区立こども園条例（平成13年

千代田区条例第35号）に規定するこども園をいう。）、認可保育所、法第７条第５項に

規定する地域型保育事業を行う施設、認証保育所（認可保育所以外の保育所で、東京都知

事の認証を受けたものをいう。）、幼保一体施設（区立千代田幼稚園及び区立昌平幼稚園

並びにこれらと一体的に運営されている保育施設をいう。）及び区の補助要綱に基づきそ

６ 参考資料 
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の設置又は運営にあたり区から補助金を受けている保育施設であり、別に区規則で定める

ものをいう。 

（区及び事業者の責務） 

第３条 区は、子どもの立場に立って、子どもの最善の利益が実現される環境が実現されるよ

う努める。 

２ 区は、児童の権利に関する条約の趣旨を踏まえ、子どもの人権が尊重され、子どもの調和

のとれた人格の発達や情操を育む環境が実現されるよう努める。 

３ 区は、子育て家庭、行政、企業、地域社会等の社会全体で子育てを支える環境の実現に努

める。 

４ 事業者は、区が目指す子育て環境の整備に協力するよう努めなければならない。 

（保育・教育サービス事業） 

第４条 保育・教育サービス事業は、すべての子どもが健やかに成長できるよう良質かつ適切

な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。 

２ 保育・教育サービス事業は、多様な育成の仕組みの下に、その形態や実施主体の違いにか

かわらず、等しく良好な環境で行われることを目指すものでなければならない。 

３ 保育・教育サービス事業は、子どもの発達や学びの連続性を考慮し、小学校への滑らかな

接続を目指すものでなければならない。 

４ 保育・教育サービス事業は、家庭及び地域との結びつきを重視したものでなければならな

い。 

５ 区及び事業者は、保育・教育サービス事業の質の確保及び向上に努めなければならない。 

（事業者支援） 

第５条 区は、保育・教育サービス事業の形態又は実施主体にかかわらず、等しく良好な環境

が利用する子どもたちに提供されるよう、事業者の支援に努める。 

（財政支援） 

第６条 区は、事業者が実施する保育・教育サービス事業の質の向上を図るため、予算の範囲

内において、施設運営並びに従事者の人材確保及び処遇改善に必要な財政支援を行う。 

２ 区は、区内において保育・教育サービス事業を実施しようとする者に対し、予算の範囲内

において、開設準備のために必要な財政支援を行うことができる。 

（施設支援） 

第７条 区は、事業者が実施する保育・教育サービス事業の質の向上を図るため、区が保有す

る施設が活用できるよう必要な支援を行うものとする。 

２ 区は、保育等施設の種別にかかわらず子どもがのびのびと外遊びができるよう、事業者が

運営する保育等施設の園庭の代替として活用できる場所の確保に努める。 

３ 区は、子どもが健やかに遊べるように、事業者が区の保有する校庭、園庭、公園及び児童

遊園を子どものための遊び場として利用できるように努める。 

（運営支援） 

第８条 区は、区内において実施される保育・教育サービス事業の全体的かつ均一的な質の向

上のため、事業者に対し必要な運営支援を行うとともに、区及び事業者並びに事業者相互間

の交流に努める。 

（手続支援） 

第９条 区は、保育・教育サービス事業の実施主体にかかわらず保護者が円滑に利用手続を進
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められるよう、保護者及び事業者に対し必要な支援を行う。 

（情報開示） 

第10条 区及び事業者は、その実施する保育・教育サービス事業の内容及び運営する保育等施

設の運営状況について、保護者に対し、必要な情報を開示し、適切に説明しなければならな

い。 

２ 区及び事業者は、その実施する保育・教育サービス事業について、地域の理解を得るよう

努めなければならない。 

（委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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千代田区子どもの遊び場に関する基本条例 

 

「お父さんやお母さんが子どもの頃は、もっと外で遊んでいたって聞くけれど、今はあんま

り外で遊ばないね。」 

「そうだね。家でテレビを見たり、ゲームをすることが多いなあ。」 

「塾や習い事で時間もないけど、たまには外で思いっきり遊びたいよね。」 

「うん。みんなで集まってキャッチボールとか、サッカーとか、いろんな遊びができる場所

があったらいいよね。」 

「でも、この前、公園でキャッチボールをやっていたら、近くにいた人に『危ないから止め

なさい』って注意されちゃった。」 

「それは、『ボール遊び禁止』の公園だったからでしょ。」 

「でも、ボール遊びが禁止でない公園なんてあるのかな？」 

「たぶんないと思う。でも、もしあったら楽しいかも。」 

「そうだよ。けがとかしないように、みんなで気をつけて遊ぶよね。」 

「知らない子も仲間に入れてあげてさ。」 

「友だちの弟や妹とか、小さい子がきたら遊び方やルールを教えてあげたいよね。」 

「そういう遊び場が近くにあったらいいね。」 

区内の小学生より 

子どもが外遊びをするためには、「時間」「空間」「仲間」という３つの「間」が必要と言

われている。 

しかし、今の子どもたちは、塾や習い事などで忙しく、また、室内でゲームなどをして過ご

すことが多いことから、昔に比べて外で遊ぶ時間が少なくなっている。 

一方、都市化の進展により、空き地や原っぱが失われ、公園や広場では他の利用者にも配慮

して制約が多いこともあり、子どもたちが自由に遊べる空間が少ないという現状がある。 

更には、少子化の進行により兄弟姉妹や近所に住む子どもが減少し、外遊びの仲間づくりが

難しくなってきている。 

かつては、広く社会に「子どもは外で遊んで学び、育つもの」という認識があり、子どもた

ちは、外遊びを通して人間関係や社会規範などを学び、体力や運動能力も自然と身に付けてき

た。いつの時代の子どもたちにも、外遊びは欠かせないものである。 

千代田区は、区を構成する全ての人々が連携・協力し、将来を担う子どもたちが、外遊びを

通して健やかにたくましく育つことのできる社会を築くため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、千代田区（以下「区」という。）が実施する子どもの遊び場（以下「遊

び場」という。）に関する施策（以下「施策」という。）等について定め、区並びに区民及

び区内事業者等（以下「区民等」という。）が、子どもの成長過程における外遊びの必要性

及び重要性を認識し、子どもが外でのびのびと遊ぶことができる環境づくりに協力し、もっ

て子どもの体力及び運動能力の向上並びに健やかな育成を図ることを目的とする。 

（施策） 

第２条 区は、次の各号に掲げる施策を推進するよう努めるものとする。 

(１) 利用可能な区有地を活用して遊び場を確保すること。 

(２) 区立公園、児童遊園、広場等については、利用状況を勘案しながら運用方法を工夫す
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ることにより、子どもが可能な限り自由に遊べるよう配慮すること。 

(３) 遊び場として利用可能な場所を確保するため、区民等に協力を求めること。なお、区

民等から当該場所の提供を受けた場合は整備し、管理及び運営を行うこと。 

(４) 遊び場の管理及び運営を行う人材を確保し、育成すること。 

(５) 遊び場に関する意識啓発及び周知を行うこと。 

(６) 区内で自発的に遊び場を整備し、管理及び運営を行い、又は子どもに外遊びを教えて

いる区民等を支援すること。 

(７) 前各号のほか、必要な措置を講じること。 

（区民等の責務） 

第３条 区民等は、子どもが外遊びをすることの必要性及び重要性を理解し、区が実施する施

策に協力するよう努めるものとする。 

（保護者の配慮事項） 

第４条 小学生以下の児童及び幼児の保護者は、子どもが外遊びをするよう促すとともに、そ

のための時間が持てるよう配慮するものとする。 

（推進会議） 

第５条 区は、施策を円滑に推進するため、区及び区民等で構成する推進会議を設置する。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 
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